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9名以下の零細事業所の作業者ではDの場合が非常

に少い。このことは，この分野では作業に対する体系

的な安全教育を受けるチャンスが非常に少いことを想

像させる。

さらに，研究方法2.3.3.1節で述べた方法により，作

業者の「危険事象に関する意識程度」を調べた。

これは比較する集団の，集団内の危険に対する意識

の一致度を順位一致係数Wによって比較するもので，

もしも各作業者が体系的な安全教育または安全に対す

る知識をもっていれば，その集団内の危険性に対する

評価の秩序すなわち一致性が高いであろうという仮定

にもとづいている。

作業者の経験年数が20年未満の者と20年以上の者と

の比較では，経験年数が20年未満の集団がW=

0.18 (N=187)であるのに対して， 20年以下ではW=

0.20 (N=85)となっている。

また，従業員数50名以上の事業所A, B, C, Dと

9名以下の事業所群についてのWを比較したものを

Fig. 2-25に示す。

「遂行の食い違い」の一要因である「従業員の動機の

不適」 (SD5 d11 Fig. 2-9, Fig. 2-10)のさらに下部

要因として，「実施するのに苦痛」 (e27)が存在する。

丸のこ盤の安全装置については，前述したように，

いくつかの使用されにくい理由が考えられる。そのう

ちのひとつとして「材の送給抵抗が大きくなる」があ

るが，これに対しては，全体の8.5%の事業所 (Table

2-6)で問題があると回答している＊。

さらに「従業員の動機の不適」の他の要因として，

a. 11 B (31.6%) c
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a : The employees number is more than fifty. 
b : The employees number is less than ten. 
A : learning by oneself 
B : learning by following others examples. 
C : being taught in factories. 
D : being taught in facilities. 

Fig. 2-24 Means by which W.W.M.'s operators 

gain the skills. 

木工機械作業者の技能習得法

作業のノルマやそれに関連した賃金形態が考えられる。

実地調査では，賃金形態として「出来変払（請負い）

制」の存在が目立ったが，アンケート調査によ rると，

この形態をとる事業所は全体の2.5%であった＊＊。また，

月給制は25%であり，他はほとんど時間給または日給

月給制であり，作業者にとっては作業性が優先されざ

るを得ない状況となっている。

これに対して「一般的動機づけ計画」(Fig.2-10, e32) 

に関して，従業員の安全意識を高めるための(a)作業前

のミーティング， (b)定期的なグループミーティング，

(c疾全コンテスト， (d)ポスター掲示， (e)その他，の実

施状況を調べた。その結果を事業所規模別に示す。数

字は行っている事業所の割合である。
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Fig. 2-25 The value "W" v.s. the scale of the 

factories 

事業所規模に対する W の値

＊ 送給抵抗については，「汎用木材加工機械の機能的安全化に関する

研究」を参照されたい。

＊＊アンケート調査を従業員9名以下の事業所に対して実施できなかっ

たことによる。
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A B C D 

(a) 56.3% 57.1% 73.5% 91.7% 

(b) 12.5% 31. 7% 42. 9% 45.8% 

(C) 0% 6.3% 4.1% 4.2% 

(d) 39.1% 46.0% 51.0% 54.2% 

(e) 9.4% 19.0% 22.4% 45.8% 

Fig. 2-26および27は現場調査によって得られた無災

害記録表の掲示例および安全標語のコンテストの掲示

例である。

2.4.2.7 防護の不適 (SB2 Fig. 2-7, Fig. 2-8) 

まず，各機械における災害が，どのような作業で発

生しているかを調べてみよう。

Table 2-8は，木材加工用機と災害の発生した作業と

の関係を示したものである。これをみると，当該機械

による災害は，機械の操作，材の供給，切削屑等の除

去の各作業で多く， 90%前後を占めることがわかる。

そして，上述の作業は，ほとんど定常作業（日常的

または通常的な作業）と考えてよいであろう。

Fig. 2-2が示すように，理論的には全ての災害は防護

の不適によって発生する。しかしながら，一般的には

技術的または経済的制約から万能なる防護を実施する

ということが不可能であるということも事実である。

そこで法的には防護方法を指示し，必要とされる基

準が設定されている。この必要とされる基準が達成さ

れなかったことが災害発生のひとつの要因となって

いるものがTable2-3より一般製材業で12.3%,その他

の木材木製品製造業で20.9%,木製家具装備品製造業

で29.4%と推定され，Table2-4の木材加工用機械につい

てみると，送材車式帯のこ盤で14%,帯のこ盤で35%,

簡易丸のこ盤で56.9%,万能丸のこ盤で52.9%, カン

ナ盤で53.2%,木エフライス盤で32.9%などと推定さ

れる。

このことは，万能丸のこ盤やカンナ盤では，必要と

される防護が達成されさえすれば，現在の半数程度の

災害が防止される可能性があることを示すとともに，

残りの災害については，この防護だけでは防げないと

いうことも暗示している。

MORTでは防護の機能を「エネルギー源において」

(a 3 , Fig. 2-8)「間で」 (a3), 「人や物において」

(a 4), 「時間や空間の分割で」 (a5)の4種類に分

類している。筆者はさらに，防護の方式において，「機

械的」「電気的」「光線または放射線的」「情報の」 4種

類に分類して，防護の機能と方式のクロス表を作成し，

-

Fig. 2-26 A notice of non-accident records 

無災害記録表の掲示

Fig. 2-27 A contest and notice of the safety 

slogans 

安全標語のコンテストと掲示
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Table 2 -8 Disabling injury frequencies for the category of operations and W.W. M. in M. Ind. 

(more than four days charged in 1980) 

製造業における木材加工用機械と作業の種類に対する死傷者数

' 
死 傷

作業の種類
送材車式

帯のこ盤
簡易丸のこ 万能丸のこ

帯のこ盤 盤 盤

運転・操作 33(22.1) 47(26.6) 56(24.1) 84(30.4) 

材の供・加給工物 51(34.2) 57(32.2) 67(28.9) 103(37.3) 

材の取・加出工し物 8(5.4) 16(9.0) 6(2.6) 5(1.8) 

切削屑等の 13(8.7) 18(10.1) 24(10.3) 11(4.0) 
除去

加工・組立 12(8.1) 18(10.1) 64(27.6) 63(22.8) •分解

保全 10(6.7) 14(7.9) 3(1.3) 4(1.4) 

運搬•取扱い 16(10.7) 

゜
3(1. 3) 1(0.4) 

清掃 1(0.7) 4(2.3) 4(1. 7) 3(1.1) 

その他 5(3.3) 3(1. 7) 5(2.1) 2(0.8) 

合 計 149 177 232 276 

各マトリックスに該当する具体的な防護方法を検討す

ることを提唱する。

F 1 : この機能のものは，送材車式帯のこ盤におけ

る送材車作動域内の人の侵入を光線式安全装置で検知

し，送材車を停止させるもの (FM13Fig. 2-27 d), 丸

のこ盤で人の手等がのこ歯に接近した時焦電式センサ

ー等で感知し，ブレーキをかけ，のこ歯の回転を停止

させるもの (FM12),作業者の判断により急停止をか

けるもの (FM14), ギャングリッパー等で，材の逆走

を検知し能動爪で逆走を押さえるもの (FM12), また

は逆走防止爪で逆走を自動的に防止するもの

(FMll), 反撥防止ロール (FMll),割刃 (FMll)

などが考えられている。

F 2 : この機能のものは，ギャングリッパー等の材

者 数 (%) 

その他の
かんな盤

木エフライ チップ製 その他の

丸のこ盤 ス盤 造機 木工機

42(29.2) 52(27.4) 15(20.5) 14(20.6) 68(21.9) 

53(36.8) 75(39.5) 20(27.4) 14(20.6) 81(26.1) 

2(1.4) 4(2.1) 

゜
5(7.4) 9(2.9) 

11(7.6) 6(3.2) 4(5.5) 14(20.6) 32(10.3) 

26(18.1) 42(22.1) 28(38.4) 2(2.9) 65(21.0) 

6(4.2) 6(3.2) 6(8.2) 18(26.5) 24(7. 7) 

1(0.7) 1(0.5) 

゜ ゜
6(1. 9) 

2(1. 4) 1(0.5) 

゜
1(1.5) 15(4.8) 

3(2.1) 3(1.5) 

゜ ゜
10(3.1) 

144 190 73 68 310 

のはねかえりを防ぐはねかえり防止爪 (FM21),衝立

を用いた材の反撥による飛来防止手段 (FM21Fig. 2-

27-a), のこ歯の接触予防装置(FM21),自動送り装置

(FM21), 手押しかんな盤の刃の接触予防装置

(FM21), 面取り盤の刃の接触予防装置 (FM21),帯

のこ盤の歯の覆いおよびのこ車の覆い (FM21),各種

の治具 (FM21Fig. 2-29)などほとんど機械的なもの

だけ考えられている。

F 3: この機能が人間を対象として考えられると保

護具になる。

ところで，木材加工用機械による傷害の部位はTa・

ble 2-10に示すようになる。これから，帯のこ盤，簡

易丸のこ盤，万能丸のこ盤，その他の丸のこ盤，カン

ナ盤，木エフライス盤およびチップ製造機においては，
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Fig. 2-28 Examples of the barriers 

防護事例

実に傷害の部位の90%前後は「手・指」であることが

わかる。

またこれらの木材加工用機械について「手・指」の

傷害の性質について検討すると Table4-llに示すよう
に，刃物や材料などによる創傷および表皮・筋肉の損

傷が80%以上を占める。従って，これらの機械による

災害の70%程度が，のこ歯や刃物および材料等による

手・指の傷害であると言える。

Table 2-9のEM31のマトリックス要素である手・指

の保護具は，現場調査の範囲内では全く使用されてい

なかった。

しかしながら， もしも耐切傷用に十分な強度を有す

る手袋の（まき込まれる対策としては表面の滑りをよ

くする）開発が可能であるなら他の防護機能と併用す

ることにより効果があがるのではないかと思われる。

F 4 : この機能では，防護柵 (FM41),危険表示表

パテライト (FM44Fig. 2-28-d), 危険表示標識(FM44

Fig. 2-28-b,c)が考えられている。

さて，防護が不適になるのは，技術的に「不可能」(bl

Fig. 2-8), 「防護に失敗」 (b2)「使用しない」 (b3)た

めである。このうち「防護に失敗」についての問題点

としては， リッパ類に用いる逆走防止爪の，材が爪に

引っかかった時の爪の軸方向に加わる力に関連した爪

の厚さによる強度，爪の摩耗程度と材の爪への引っか

かり度があり，はねかえり防止爪に関しては，端材が

衝突する時の衝撃力に関連した強度および間隙の問

題＊がある。帯のこ盤ののこ車の覆いについては，帯の

こ破断時の破片逸散防止のための強度およぴ逸散防止

効果の問題がある。

「使用しない」については2.4.2.5節等で検討してき

たとおりである。

2.4.2.8 危険域に人の存在 (SB3, Fig. 2-7 Fig. 2-

8) 

危険域に人の存在するのは，不必要に存在する場合

＊ 文献5)
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Table 2 -9 Arrcoss table for the category of barriers 

防護の分類概念のためのクロス表

category of the method M 

category of the function 
F 
mechanical Ml electorical M2 

on energy source Fl FMll FM12 

between F2 FM21 FM22 

on persons, objects F3 FM31 FM32 

separate time, space F4 FM41 FM42 

Table 2 -10・Injured positions V. S. Woodworking Machinery 

木材加工用機械と傷害部位

死 傷 者

傷害部位

送材式
帯のこ盤

簡易丸の 万能丸の その他の

帯のこ盤 こ盤 こ盤 丸のこ盤

頭 部 4(2.7) 7(4.0) 6(2.6) 5(1.8) 4(2.8) 

胴 部 7(4.7) 5(2.9) 3(1.3) 6(2.2) 5(3.5) 

肩、上膊、ひじ 1(0.7) 4(2.3) 2(0.9) 1(0.4) 2(1. 4) 

前膊、手首 I(0.7) 5(2.9) 6(2.6) 2(0.7) 8(5.6) 

手、 指 74(49.7) 145(83.3) 202(87.1) 257(93.1) 118(83.1) 

その他の上肢 1(0.7) 4(2.3) 

゜ ゜
2(1.4) 

下 肢 58(38.9) 3(1. 7) 12(5.2) 5(1.8) 2(1.4) 

複合部位 3(2.0) 1(0.6) 1(0.4) 

゜
1(0. 7) 

ムロ 計 149 174 232 276 142 

radiative M3 

FM13 

FM23 

FM33 

FM44 

数 （％） 

かんな盤
木エフライ

ス盤

1(0.5) 2(2.7) 

3(1. 6) 

゜
゜ ゜
1(0.5) 

゜
183(96.3) 69(94.5) 

゜
I(1.4) 

2(1.1) 1(1.4) 

゜ ゜
190 73 

informational M4 

FM14 

FM24 

FM34 

FM44 

チップ製造 その他の木

機 工機械

2(2.9) 15(4.9) 

2(2.9) 9(2.9) 

゜
8(2.6) 

4(5.9) 13(4.2) 

56(82.4) 227(73.5) 

゜
6(1. 9) 

4(5.9) 27(8.7) 

゜
4(1. 3) 

68 309 
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Table 2 -11 Injury nature of fingers and palmar V. S. W.W. M. 

-39-

木工加工用機械と手・指の傷害の性質

‘― 手 指の傷害者数（％）

傷害の性質

帯のこ盤
簡易丸のこ 万能丸のこ その他の

かんな盤
木エフライ チップ製造

盤 盤 丸のこ盤 ス盤 機

骨折 17(11. 7) 25(12.4) 36(14.0) 18 (15.3) 8(0.4) 7(10.1) 10(17.9) 

関節の傷害 1(0. 7) 

゜
1(0.4) 

゜ ゜ ゜ ゜
創傷 114(78.6) 160(79.2) 199(77.4) 90 (76.3) 151(82.5) 58(84.1) 35(62.5) 

表皮、筋肉の損傷 13(9.0) 16(7.9) 20(7.9) 9 (7.6) 24(13.1) 4(5.8) 11(19.6) 

その他 1(0.7) 1(0.5) 1 0.4) 1 (0.8) 

゜ ゜ ゜
＾ ロ

計 145 202 257 

と必要があって存在する場合とがある。 (Fig.2-8)不

必要に存在するのは安全管理が不適当であることに起

因している。必要があって存在するのは，帯のこ盤，

丸のこ盤，かんな盤およびルータに関しては，材料の

送給などの作業があるためで，この場合危険域とは，

のこ歯や刃物などの体の一部が接する可能性のある領

域および材の反撥現象による被害を被る可能性のある

領域と考えてよい。このような危険域から少しでも作

業者を遠ざける手段として，材料の自動送給装置（自

動化）や，自動機械が利用できる。これらの装置は単

に安全性だけでなく，生産性からの親点から導入され

る場合が多い。逆に考えると，生産方式がその導入条

件の大きな要素であるということである。

そこで，生産方式についてのアンケート調査結果を

みると，事業所規模A~Dと生産方式(a)流れ作業， (b)

分業作業 (c)単品生産に近い方式， (d)職人の請負方式，

(e)その他， との集計結果が

A B C D 

(a) 31.4% 40.5% 52.5% 51. 7% 

(b) 41.4% 41.8% 35.6% 34.5% 

(c) 21.4% 16.5% 8.5% 6.9% 

(d) 5.7% 1.3% 0% 0% 

(e) 0% 0% 3.4% 6.9% 

118 183 69 56 

となっている。

また NC(数値制御）木工機械の導入状況は200事業

所中 NCルーク類が最多で54台， NCテノーナが13台

など全体で107台となっている。これを作業方式別に集

計し，事業所数に対する NC木工機械の割合を調べる

と

(a) : 61台 61% 

(b): 32台 34% 

(c) : 13台 37% 

(d): 0 

(e): 1台 25%

となり，可能な事業所ではすでにかなり自動化が行わ

れているのではないかと思われる。

また，多品種少量生産に向くと言われている産業用

ロボットに対する意識としては，木工工業において(a)

たいへん有効である， (b)場合によっては有効である，

(c)有効でない， (d)わからない，と回答したものは，事

業所規模別に

A B C D 
(a) 13.5% 27.1% 22.5% 29.2% 

(b) 57.7% 44.1% 62.5% 66.7% 

(c) 1.9% 8.5% 7.5% 0% 

(d) 26.9% 20.3% 7.5% 4.2% 
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間
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Fig. 2-29 Operations making use of the jig. 治具を用いた作業

となっておりかなりの事業所でその有効性を認識して

いるが，その導入に対して(a)考えている， (b)条件によ

って可能である， (c)考えていない， (d)わからない，の

集計の結果は

A B C D 
(a) 18.9% 30.9% 35.0% 60.9% 

(b) 20.8% 23.6% 40.0% 26.1% 

(C) 49. 1% 36.4% 15.0% 8.7% 

(d) 11.3% 9.1% 10.0% 4.3% 

となっており，やはり事業所規模の大きい方ほど積柩

的である。

2.4.3 修正の不適 (SA2 ,'Fig. 2-7 Fig. 2-13) 

家具装備品製造業では，まえがきで述べた（ホ）の立地

条件があるため，多くは都市部近郊に立地している。

そのため医療面では最低限のものは確保されている。

また救助活動やそれにともなう 2次災害については，

木工機械作業による災害が比較的単純なために，それ

効果が上らないことはいずれの場合も同様で，安全活

動もその例外ではないと思われる。「履行の不適」 (MA

2)は，前述した検討結果とほとんど重複する。

「危険性評価システムの不適」 (MA3 , Fig. 2-5, 

Fig. 2-11)では一部2.4.2.2節で検討された部分と共通

のものがあるが，さらに付加する要素として「人間工

学的配慮の不適」 (b8 , G, Fig. 2-12)の結果生ずる

作業者の疲労の問題があげられる。これを2.3.3.2節で

述べた手法を用いて行ない，木工機械作業者と一般的

筋作業者および旋盤作業者とを比較検討した。この調

査結果を Fig.2-30に示す。

これより，木工機械作業者の疲労について以下のよ

うな特徴が評価される＊。

症状群IIIでは木工機械作業者と一般的筋作業と訴え

率の構成にあまり相違は見られないが， I群II群で差

異があらわれ，特にII群における訴え率が高い。この

II群は神経疲労的成分であって， II群と I群との比

(II/I)の値が0.7以上であるような職種は，加工精

ほど問題はないと思われる。また消火活動等にしても， 度等神経的緊張の負担が大きいものとされている。木

市町村規模の消防体制で通常の処理が可能と思われる。 エ機械作業の場合この値が0.83であり，旋盤作業の

ただ問題点は2.4.2.1節で検討したように，公共機関

(blO, Fig. 2-11) との関係 (b9)はともかくとし

て，災害の情報および修正の従業員との関係 (b8)や

ニュース媒体との関係 (bll)にあると思われる。

2.4.4 管理システムの要因と組織化の不適 (M,

Fig. 2-7) 

現場調査の範囲内で，事業所として安全に対するボ

リシー (MA1)を確固として明文化したものはきわ

めて例外的であった。組織的に何かを行おうとすると

きに，明確な目的が定っていないと，その活動による

0.70よりも大きかった。

このことより，木工機械作業者は全般的に筋作業で

あるが，加工精度および刃物と接近した作業によって

その神経的負担もかなり大きく受けていることが推察

される。

各事業所が，木材加工用機械を購入する時，「必要な

安全性についての仕様」 (MB3 , b 4 , Fig. 11) を，

(a)特別に指示することがある， (b渉ぞ全性を考慮する，

＊ 文献6) 7) 
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1 . 頭がおもい
2. 全身がだるい
3. 足がだるい
4. あくびがでる
5. 顕がぽんやりする
6. ねむい
7. 目がつか九る
8. 動作かぎこちなくなる
9. 足もとがたよりない
10. 横になりたい
[ I群の訴え率

11. 考えがまとまらない
12. 話をするのかいやになる
13. いらいらする
14. 気がちる
15. 物事に熱心になれない
16. ちょっとしたことか思い出せない
17, することに間違いが多くなる
18. 物事が気にかかる
19. きちんとしていられない
20. 根気かなくなる
[ m廿の訴え率

21. 頭力’しヽたし、
22. 肩がこる
23. 腰力ゞしヽたし、
24. いき苦しし、
25. ロがかわく
26. 声かかすれる
27. めまいかする
28. まぶたや筋がピクピクする
29. 手足がふるえる
30. 気分がわるし、
[ III群の訴え率

訴え率 ％ 

10 20 30 40 50 60% 

o---<> CJ 一般的筋作業(N=1787) 

←一→四這木工機械作業(N=267)

四皿旋盤作業(N=30)

総訴T%え率 I II/T 

一般的筋作業 14.2% 0.44 

木工機械作業 23.4% 0.83 

旋盤作業 26.6% 〇.70

Fig. 2-30 Item-Frequency rates of the fatigue complaints on the W.M. operators and other 

oprators. 

木工機械作業者と他の作業者の疲労訴え率

(c)安全性をあまり考慮しない，各場合がある。これに

ついてのアンケート調査結果を事業所規模別に示す。

A B C D 

(a) 12.9% 23.0% 21.3% 37.5% 

(b) 77.4% 67.2% 74.5% 58.3% 

(C) 9. 7% 9.8% 4.3% 4.2% 

安全性に関する仕様で指示した具体的内容としては，

接触予防装置が最も多く，その他に，作動中のランプ

表示，反撥防止装置，瞬間停止装置，集塵装置，本体

駆動部の配色指示，駆動部のカバー取付け，ロック付

非常スイッチなどがあげられる。

2.4.5 受領されるリスク (R, Fig. 2-7) 

前述したように，受領されるリスクとしては，

1, 頻度や影押が小さいので受容される。

2. 影響は大きいが除去が困難。

3. 危険の大きさに比して是正の経済的負担が大き

すぎる。

の三種類か考えられるが，今まで検討してきたよう

に，木工機械による災害は頻度や影響の点において決
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して小さくなく， リスク No.lは当てはまらない。

木工機械による災害は，防護方法，作業方法そして

機械の使用方法によって，基本的には防止可能なので，

リスク No.2は当てはまらない。

リスク No.3について検討するために行った調査結

果を示そう。調査項目は昭和56年中に発生した休業災

害件数と災害が生じた場合の事業所における発生事象

（イ） {a. 欠員の補充， b. 仕事の停滞， c. 労災保険

以外の休業補償｝，および事業所の経済的負担について

（口） {a. 大きかった， b. 無視できないものがあった，

C• それほどでもなかった｝である。

まず各災害件数と該当する事業所数およびそれらの

事業所の項目（口）の各アイテムに回答した割合を示す。

災害件数（件／年） 事業所数 a b 

1 38 5.4% 37.8% 56.8% 

12.0% 68.0% 20.0% 

30.0% 55.0% 15.0% 

12.5% 37.5% 25.0% 

38.5% 38.5% 23.1% 

20.0% 80.0% 。
2 0 50.0% 50.0% 

次に昭和56年中の災害の有無にかかわらず，過去の

経険から（イ）と（口）に対する各事業所の回答状況を事業所

規模別に示すこととする。

項目（イ） A 

14% 

50% 

11% 

c
 

2
 

26 

3
 

20 

4
 

8
 5 ~ 6 13 

7 -9 5
 10~ 

．． 
a

b

 C ． 
項目（口）

2.5 考察およびまとめ

以上MORTによって系統的に検討してきた結果，

木工機械作業による災害リスクとしてはリスク No.3 

が理論的にも実証的にもあてはまるであろうことが理

解される。

Fig. 2-31は災害防止費用と災害費用および全費用と

の関係を示すモデルである＊＊＊。このモデルは，リスクが

大きくなるに従って，受領せねばならないであろう災

害費用は単調増加し，災害防止に要する費用は単調減

少するという仮説にもとづいている。

そして，企業が受領せねばならない全費用としては，

災害費用と防止費用を合計したものが期待される。現

在における費用曲線を実線とすると全くの自由な制約

の下では，各企業は試行錯誤の結果，最も費用の小さ

い状態点 (r。, C。)に全費用を収れんさせるであろ

う。しかしながら通常は社会的強制力等によって (ro,

C。）よら幾分右側 (r1,C1) をとるであろう。その結

果，リスクは r。から r1になり，安全上好ましい結果を

得ている。

さて，木工機械作業におけるリスクと全費用との状

態が(r1,C砂であると仮定した場合，これをさらに r*<

r1であるより安全な状態 (r*,c*)にするには，

B 

28% 

50% 

13% 

C 

37% 

46% 

14% 

D 

17% 

61% 

28% 

14% 20% 14% 28% 

55% 50% 57% 50% 

C 31% 30% 29% 22% 

これらのデータより，災害が生じても，労災保険以

外の休業補償を行う事業所が糎端に少く，災害コスト

の直間比＊が小さいことが想像させられる。そして，規

模Dを除いた各規模の事業所群で，災害コスト＊＊に対

する事業所の経済的負担が大きかったという認識をも

つものよりもそれほどでもなかったという認識に立つ

ものの方が多いということである。これは前述した雇

用形態および作業方式によるものであろう。

．． 
a

b

 

3
↑
 :i
s
o
:
)
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Risk Reduction—r 

Fig. 2-31 Relationship between 

Prevention Costs 

災害費用と災害防止費用との関係

Damage and 
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＊＊＊ 文献8)
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(1) 社会的強制力（法的強制力＝完~)を高める。
(2) 災害費用の実線曲線が1点鎖線曲線へ移る。こ

れは災害補償費の増大など社会的現象に依存する

ものと，罰金制度など政策的なものとが考えられ

る。

(3) 防止費用の実線曲線を 2点鎖線曲線へ移す。こ

れは生産方式，機械，装置の更新または改善によ

る低コストでの安全性達成の実現および，防護方

法や安全管理技術の改善による同ーコストでのよ

り高い安全性達成の実現によるものが考えられる。

の三つの手段が考えられる。（現実には，これらの複合

したものも可能である。）

手段1は，技術的変化がなく，現在のままの費用曲

線で強制的に安全性を高めるもので (r*, c*)~(rz, 

C2) となり， c*=c2:>c1である。

手段2は，技術的変化がなく，社会情勢によって変

化するパターンであり，災害費用が上昇した結果，期

待される全コストの最適値Co'(r。')が右側へ移動し，

すなわち (r。,Co)→ (ro', Co') となる。このため，

(ri, Ci)→ (r1', C1')⇒ (r*, c*) 
となり，自然に安全性が向上する。この場合，c*=c1'>

C1である。

手段3は，技術的変化によって，防止曲線が実線か

ら， 2点鎖線へ移動し，現在と同一の費用もしくは低

い費用でより高い安全性が達成できるというものであ

る。

このことより，最も望ましい手段は 3番目のもので

あって，本研究からも，木工機械に対する防護方法等

の改善による効果的な安全性向上の期待が結論される

ところである。

そして，その対策が効力をもつためには，以上本研

究で検討してきたところの，木工機械作業における各

種安全装置や措置は

1. 作業性を阻害しないこと

2. 着脱が容易であること

3. 材料の製品価値を損わないこと

4. 人間工学的な配慮が為されていること

5. 購入コスト，保全コストが可能な範囲であるこ

と

が最低限要求されることが理解される。
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